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最高裁判決の検討及び疑問点3
（1）「法人」の意義について
　本件判決では、特定の組織体の「法人」該当
性の判断基準を示しているが、その前提とし
て、まず「法人」の概念について整理してい
る。これまでは、法人税法等の租税法一般にお
いて、特に別段の規定がない限り、「法人」は
私法上の「法人」の借用概念として捉えられて
きているところ、本件判決においては、租税法
における法人とは、構成員とは別個に租税債務
を負担させるべき納税義務者の一形態として整
理し、単純な借用概念論とは別の解釈を示して
いる。さらに、法人が構成員とは別個の納税義
務者たる根拠として、組織体が権利義務の帰属
主体であることが挙げられている。
　このように、本件判決の論理展開ではいきな
り「組織体」の法人該当性に焦点があてられて
いるが、そもそもこの「組織体」とはいかなるも
のを指すのか不明瞭である。たとえば匿名組合
契約はどのように捉えるのであろうか。営業者
と出資者をあわせて組織体と捉えるのか、一つ
の営業者と各出資者をばらばらの存在（つまり
非組織体）と考えるのであろうか。どのような状
態、どのような存在が本件の議論の前提となる
「組織体」なのであろうか。法人に該当しない「組
織体」の具体的な存在を想定することも難しい。
　次に、構成員とは別に租税債務を負担すべき
対象が納税義務者であり法人であると整理され
ているが、この租税債務を負担すべき対象か否
かの判断基準が不明確である。つまり、どのよ
うな場合・状態なら租税債務を負担すべきなの
かという基準である。これは納税義務者として
の適格性・該当性の問題と捉えることができる
が、構成員レベルで課税するか組織体レベルで
課税するかという問題は、納税義務者としての
属性の問題ではなく、適時・確実な徴税の担保
等の観点を踏まえた課税方法ないしは課税方式
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という技術的な論点との整理もできよう。どの
ような基準で、構成員レベルで課税されるので
はなく組織体レベルで課税されるべきとするの
かが不明である。
　なお一方、納税義務者としての属性の判断に
ついて「権利義務の帰属主体であるか」否かが
基準となると述べられ、同時に「権利義務の帰
属主体」とされることが「法人の最も本質的な
属性」とされている。権利義務の帰属主体足り
得るものが法人とするのであれば、この論理展
開に納税義務者の適格性・該当性について議論
する必要性は見いだせないとも言えよう。
　また、「権利義務の帰属主体」が法人の最も
「本質的な属性」であるとする根拠が不明瞭で
ある。これは法人と認定するための必要条件で
はあろうが十分条件ではないと考えられる。つ
まり法人であれば権利義務の帰属主体となろう
が、法人でなくとも権利義務の帰属主体となり
得るケースも想定できよう。こうした場合、課
税技術論としては法人税法の対象となろう（例
えば、日本の「人格なき社団」には、法人とみ
なして法人税法が適用される。）。しかしなが
ら、そのことが同時に、法人ではない当該組織
体を「法人」と判断する根拠となり得ないので
はないだろうか。
　なお、「権利義務の帰属主体」が法人の最も
本質的な属性としながら、「権利義務」の範
囲、程度については何も示されていない。ある
権利義務は帰属するが、別の権利義務は帰属し
ないということもあり得よう。ある一定の範囲
の法律行為までしか組織体の名義でできないよ
うな場合の権利義務はどのように考えるのであ
ろうか。こうしたことを考えると、「権利義務
の帰属主体」といえるかどうかは、一見簡単な
ようであるが、明確に判定できる基準とは言い
難いようにも感じる。
（2）設立根拠法令の文言等について
　本件判決では、組織体の「法人」該当性につ

いて2ステップの判定基準を示し、第一の基準
として、組織体の所在地国の設立根拠法令の文
言等の形式面からの判断を求めている。具体的
には「設立根拠法令の規定の文言や法制の仕組
みから、日本法上の法人に相当する法的地位を
付与されていること又は付与されていないこと
が疑義のない程度に明白である」か否かで判定
することとなる。
　しかしながら、本件判決では、そもそも「日
本法上の法人に相当する法的地位」とはどのよ
うな地位を指すのか具体的な説明はされていな
い。仮に、法人としての最も本質的な属性とさ
れた「権利義務の帰属主体」を法人の法的地位
と考えるのであれば、そこでは（1）で述べたよ
うに「権利義務」の範囲が問題となるであろ
う。また、「……は法人である。」などの文言が
設立根拠法令の中にある場合は法人と捉えると
いう単純明快なことであれば、それはわかりや
すい基準であろうが、現実的にはそうしたケー
スは存在しないように思える。また、どの程度
であれば「疑義のない程度に明白」なのかとい
う論点も、非常に難しい判断が求められよう。
　本件判決における第一の基準は、設立根拠法
の文言等の形式面からの判断を求めている点で
は、一見、単純・明快であるが、結局はその文
言をどのように捉えるかという実質判断の要素
が多く、実務上、第一の基準で判定できるケー
スは無いのではないかと考えられる。また、仮
に「……は法人ではない。」とされているよう
な場合に、第二の基準による判定をまたず法人
該当性を否定してしまってよいものかかどうか
疑問の残るところである。
（3）設立根拠法令の趣旨等について
　本件判決では、第一の基準で判定できない場
合に、「当該組織体の設立根拠法令の規定の内
容や趣旨等から」判定することが示されてい
る。具体的には、「権利義務の帰属主体」であ
るか否かを、「組織体の設立根拠法令の規定の
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内容や趣旨等から、当該組織体が自ら法律行為
の当事者となることができ、かつ、その法律行
為が当該組織体に帰属すると認められるか否か
という点」から検討することとなる。
　この第二の基準は、設立根拠法令の趣旨等か
らの実質判断を求めるものと考えられるが、こ
の場合にも、「権利義務の帰属主体」としての
程度、範囲の問題が生じよう。特定の取引や特
定の場合のみ特定の権利義務が帰属するような
組織体を「権利義務の帰属主体」と判定できる
かどうかの問題である。つまり、第二の基準に
おいても「権利義務」の範囲、程度が明確であ
る必要があろう。本件判決ではその点には触れ
ていない。
　結局のところ、本件判決は、外国の組織体を
我が国の租税法上の外国法人と扱う場合につい
ていろいろな考えがある中で一定の基準を示し
た点では評価できるところであるが、この判断
基準を一般的、普遍的なものではなく、高裁段
階で判断が分かれた「デラウエア州のLPS」と
いう対象に限定してその外国法人該当性に結論
を出したものと捉えるべきと考える。したがっ
て、他州のLPSやGPS（General Partnership）
又は他国の組織体については、依然として、そ
の取扱いについて判断が分かれることが想定で
きよう。

今後の実務への影響4
　本件判決では、デラウエア州のLPSは法人
（外国法人）に該当するとし、その結果、構成
員たる日本からの投資家の個人所得税におけ
る損益通算が否認されている。これは当該投
資スキームによる帰属損益が日本の所得税の
計算上損失となるためであるが、こうした投
資スキームは日本の金融機関等を経由して一
種の商品のように販売されており、その多く
がデラウエア州のLPSを利用している。デラ

ウエア州のLPSは、その組成等が容易である
こと等から、日本のみならず、米国外からの
投資で多く利用されているようでもある。本
件判決が示されたことにより、日本の金融機
関等は、今後の投資スキームの再設計（ある
意味、新商品の開発）の必要が生じてこよう。
具体的には、デラウエア州LPS以外の組織体
への変更が予想される。
　また、現在、本件判決におけるケースと同様
の投資スキームを採っている投資家は、その主
たる目的が損失の取り込みであろう。本件判決
により損失の取り込みができなくなることか
ら、今後は、投資効率の悪化をさけるため現状
の投資スキームを変更する必要が生じよう。税
務処理、手続きとしては、仮にこれまで構成員
の損失として取り込んできた部分については、
修正申告の必要があり、こうした投資家を顧客
とする金融機関等はその旨のアドバイスをする
等の対応が求められよう。
　なお、本件は、LPS段階では会計・税務上損
失が計上されるスキームであるが、仮にLPS
段階で利益が計上されている場合の処理も必要
となろう。デラウエア州LPSを法人とする以
上、その分配は配当と考えることとなろう。し
たがって、25%以上（6か月以上）の出資持分
を持つ構成員の受ける分配金は、その95%部
分が益金不算入とされるべきである。これまで
は、おそらく発生主義で収益計上して課税所得
に含められてきていると考えられるが、こうし
た場合には実際の分配の有無にかかわらず、減
額更正の対象となろう。本件以外のデラウエア
州LPSを利用した投資家に対し、修正申告の
慫慂ないし更正決定するのであれば、収益計上
してきている投資家に対しては、更正の請求の
必要性を伝える、もしくは職権による減額更正
により還付すべきと考えられる。いずれにせ
よ、既存の税務処理の修正は公平・中立である
べきであろう。
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